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こ
の
記
事
は
、
３
月
８
日
現
在
の
内

容
で
す
。
今
後
、
変
更
さ
れ
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
、
子
ど
も

家
庭
課（

７
７
５‒

５
１
２
０
）へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

「
子
ど
も
手
当
」を
支
給

子
ど
も
家
庭
課　

７
７
５-

５
１
２
０

　

７
７
４-
５
３
４
２

　

次
世
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
た
ち
が

健
や
か
に
育
つ
よ
う
社
会
全
体
で
支
援
す

る
た
め
、
中
学
校
修
了
ま
で
の
子
ど
も
を

対
象
に「
子
ど
も
手
当
」を
支
給
し
ま
す
。

　

子
ど
も
手
当
の
支
給
に
伴
い
、
児
童
手

当
の
支
給
は
３
月
分
ま
で
と
な
り
ま
す
。

す
で
に
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人
に

は
、
６
月
に
２
・
３
月
分
の
児
童
手
当
と

４
・
５
月
分
の
子
ど
も
手
当
を
支
給
し
ま

す
。
こ
の
場
合
、
子
ど
も
手
当
の
申
請
手

続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
が
、
所
得
制
限

で
児
童
手
当
を
受
け
て
い
な
い
人
や
中
学

生
の
子
ど
も
が
い
る
人
な
ど
は
、
9
月
30

日（
木
）ま
で
に
申
請
す
れ
ば
、
4
月
分
に

さ
か
の
ぼ
っ
て
手
当
を
受
け
取
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

▼
支
給
対
象
者　

市
内
に
住
所
が
あ
り
、

中
学
校
修
了
前
の
子
ど
も（
15
歳
に
達
す

る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
）を

養
育
し
て
い
る
人

※
子
ど
も
は
市
内
に
住
所
が
あ
り
、
養
育

者
は
市
外
に
住
所
が
あ
る
場
合
は
、
養
育

者
の
住
所
地
で
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
所
得
制
限　

な
し

▼
対
象
と
な
る
子
ど
も　

中
学
校
修
了
前

の
子
ど
も

▼
手
当
額　

子
ど
も
1
人
に
つ
き
月
額
１

万
３
、０
０
０
円（
平
成
22
年
度
）

▼
支
給
月　

６
月（
４
・
５
月
分
）・
10
月

（
６
〜
９
月
分
）・
平
成
23
年
２
月（
10
月
〜

平
成
23
年
１
月
分
）

▼
申
請
方
法　

申
請
書（
４
月
中
旬
以
降

に
郵
送
）に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
必
要

書
類（
案
内
書
参
照
）を
添
付
し
て
、
返
信

用
封
筒
に
よ
り
返
送

※
公
務
員
は
勤
務
先
で
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い（
申
請
書
が
郵
送
さ
れ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
）。
４
月
１
日
以
降
の
出
生
や

転
入
の
場
合
、
窓
口
で
の
申
請
が
必
要
で

す
。
ま
た
３
月
31
日
現
在
、
児
童
手
当
の

認
定
を
受
け
て
い
る
人
で
、
中
学
１
・
２

年
生
の
子
ど
も
が
い
な
い
場
合
は
申
請
の

必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

▼
申
請
期
限　

９
月
30
日（
木
）ま
で（
郵
送

の
場
合
は
９
月
30
日
の
消
印
有
効
）

※
期
限
ま
で
に
申
請
す
れ
ば
、
４
月
分
か

ら
支
給（
４
月
1
日
以
降
の
出
生
や
転
入

の
場
合
は
、
該
当
の
日
の
翌
月
分
か
ら
支

給
）さ
れ
ま
す
。

※
子
ど
も
手
当
は
寄
付
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。

Q
＆
A

Ｑ　

子
ど
も
手
当
と
児
童
手
当
の
違
い
は

何
で
す
か
。

Ａ　

子
ど
も
手
当
は
、
次
世
代
の
社
会
を

担
う
子
ど
も
た
ち
の
成
長
を
社
会
全
体
で

支
援
す
る
観
点
か
ら
実
施
す
る
も
の
で

す
。
受
給
者
の
所
得
制
限
は
設
け
ず
、
子

ど
も
の
年
齢
や
出
生
順
位
に
か
か
わ
ら

ず
、
一
律
に
月
額
１
万
３
、０
０
０
円
を
支

給
す
る
も
の
で
す
。

Ｑ　

児
童
手
当
受
給
者
で
、
３
月
に
小
学

校
を
修
了
し
た
児
童
を
養
育
す
る
場
合
、

あ
ら
た
め
て
子
ど
も
手
当
の
認
定
請
求
を

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
か
。

Ａ　

３
月
31
日
現
在
、
児
童
手
当
の
認
定

を
受
け
て
い
る
人
に
つ
い
て
は
、
子
ど
も

手
当
に
係
る
認
定
の
請
求
を
行
っ
て
い
る

も
の
と
み
な
し
ま
す
。
小
学
６
年
生
の
子

ど
も
が
児
童
手
当
の
認
定
を
受
け
て
い
れ

ば
、
４
月
１
日
に
中
学
生
に
な
っ
て
も
、

子
ど
も
手
当
の
認
定
請
求
を
あ
ら
た
め
て

行
う
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

Ｑ　

児
童
手
当
受
給
者
で
転
出
・
転
入
が

生
じ
た
場
合
、
子
ど
も
手
当
の
申
請
は
必

要
あ
り
ま
す
か（
①
３
月
31
日
に
上
尾
市

を
転
出
し
、
４
月
１
日
に
Ｂ
市
に
転
入
し

た
場
合
②
4
月
に
上
尾
市
か
ら
Ｂ
市
に
転

出
し
た
場
合
）。

Ａ　

①
Ｂ
市
に
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

②
4
月
分
は
、
上
尾
市
で
支
給
。
５
月
分

以
降
は
、
Ｂ
市
に
申
請
が
必
要
と
な
り
ま

す
。　

Ｑ　

所
得
制
限
に
よ
り
児
童
手
当
を
受
け

て
い
な
か
っ
た
場
合
で
も
、
４
月
１
日
以

降
に
申
請
を
行
え
ば
４
月
分
か
ら
支
給
さ

れ
ま
す
か
。 

Ａ　

子
ど
も
手
当
は
所
得
制
限
が
設
け
ら

れ
て
い
ま
せ
ん
。
4
月
1
日
現
在
、
子
ど

も
手
当
の
支
給
対
象
と
な
る
場
合
は
、
9

月
30
日
ま
で
に
申
請
を
行
え
ば
４
月
分
か

ら
子
ど
も
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ま
た
未
申
請
の
た
め
児
童
手
当
を
受

給
で
き
な
か
っ
た
場
合
や
、
現
況
届
の
未

提
出
な
ど
に
よ
り
一
時
差
し
止
め
ら
れ
て

い
る
場
合
も
同
様
で
す
。

こ
ど
も
医
療
費
・
ひ
と
り
親
家
庭
等
医

療
費
受
給
資
格
証
が
カ
ー
ド
サ
イ
ズ
に

子
ど
も
家
庭
課　

７
７
５-

５
１
２
０

　

７
７
４-

５
３
４
２

●
新
資
格
証
が
カ
ー
ド
サ
イ
ズ
に

　

４
月
１
日
か
ら
こ
ど
も
医
療
費
、
ひ
と

り
親
家
庭
等
医
療
費
の
資
格
証
が
カ
ー
ド

サ
イ
ズ（
約
８
・
５
×
５
・
４
㎝
）に
な
り
ま

す
。
４
月
以
降
、
市
内
の
医
療
機
関
な
ど

で
受
診
の
際
は
、
必
ず
送
付
さ
れ
た
新
し

い
資
格
証
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
旧
資

格
証
で
受
診
す
る
と
、
窓
口
で
支
払
い
が

生
じ
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
新
し
い
資
格
証
は
３
月
中
に
郵
送
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し
て
い
ま
す
の
で
、
内
容
を
確
認
し
て
く

だ
さ
い
。

●
こ
ど
も
医
療
費
の
助
成
対
象
を
拡
大

　

市
で
は
、
10
月
診
療
分
か
ら
こ
ど
も
医

療
費
の
通
院
に
係
る
助
成
対
象
を
、
小
・

中
学
生
ま
で
拡
大
し
ま
す
。

　

新
た
に
助
成
対
象
と
な
る
、
４
月
１
日

現
在
で
小
学
１
年
生
〜
中
学
３
年
生
の
児

童
・
生
徒
の
保
護
者
に
は
、
７
月
中
旬
以

降
に
登
録
申
請
書
を
郵
送
し
ま
す
。
返
信

さ
れ
た
人
に
は
、
９
月
下
旬
に
資
格
証
を

郵
送
す
る
予
定
で
す
。

公
共
下
水
道
整
備
後
は

水
洗
化
接
続
工
事
を

下
水
道
課　

７
７
５-

９
３
０
２

　

７
７
５-

９
９
０
６

　

市
で
は
、
快
適
で
住
み
よ
い
街
づ
く
り

を
目
指
し
て
、
公
共
下
水
道
の
整
備
を
進

め
て
い
ま
す
。
公
共
下
水
道
工
事
が
完
了

し
た
区
域
で
公
共
下
水
道
に
接
続
し
て
い

な
い
場
合
は
、
早
め
の
水
洗
化
接
続
工
事

を
お
願
い
し
ま
す
。

　

水
洗
化
接
続
工
事
を
促
進
す
る
た
め
、

４
月
１
日
申
請
分
か
ら
従
来
の
水
洗
便
所

改
造
資
金
貸
付
制
度
を
拡
充
し
ま
し
た
。

ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
対
象　

市
税
、
下
水
道
事
業
受
益
者
負

担
金
の
滞
納
が
な
く
、
連
帯
保
証
人（
20
歳

以
上
で
申
請
者
と
同
居
し
て
い
な
い
、
市

区
町
村
民
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
人
）が

１
人
い
る
人

▼
貸
付
限
度
額　

50
万
円（
工
事
費
の
範

囲
内
で
、
１
万
円
未
満
は
切
り
捨
て
）

▼
返
済
方
法　

貸
し
付
け
を
受
け
た
翌
月

か
ら
月
賦
返
済（
貸
付
額
20
万
円
以
下
／

月
額
５
、０
０
０
円
、
貸
付
額
21
万
円
以
上

／
月
額
１
万
円
）

▼
申
し
込
み　

申
請
書（
下
水
道
課〈
市
役

所
６
階
〉、市
下
水
道
指
定
工
事
店
に
あ
る
）

に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
、
申
請
者
と
連

帯
保
証
人
の
印
鑑
証
明
書（
連
帯
保
証
人

が
市
内
に
居
住
し
て
い
な
い
場
合
は
、
連

帯
保
証
人
の
市
区
町
村
民
税
の
納
税
証
明

書
）を
添
付
し
て
、
下
水
道
課
へ（
市
下
水

道
指
定
工
事
店
を
通
じ
て
の
申
し
込
み
も

可
）

※
貸
し
付
け
に
当
た
っ
て
は
、
審
査
が
あ

り
ま
す
。

人
権
擁
護
委
員
の
活
動

人
権
推
進
課　

７
７
５-

５
１
１
７

　

７
７
５-
９
８
１
９

　

市
内
に
は
、
市
長
が
市
議
会
の
意
見
を

聞
い
て
推
薦
し
、
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ

れ
た
11
人
の
人
権
擁
護
委
員
が
い
ま
す
。

人
権
擁
護
委
員
は
、
市
内
の
主
な
イ
ベ
ン

ト
の
開
催
に
合
わ
せ
て
啓
発
冊
子
を
配
布

し
人
権
思
想
を
広
め
、
人
権
侵
害
が
起
こ

ら
な
い
よ
う
人
権
擁
護
活
動
を
行
っ
て
い

ま
す
。

●
人
権
相
談
所
を
開
設

　

人
権
相
談
所
を
毎
月
第
４
水
曜
日（
12

月
は
第
３
水
曜
日
）午
前
10
時
〜
午
後
３

時
に
市
役
所
７
階
大
会
議
室
で
開
設
し
、

家
庭
内
の
不
和
、
相
続
、
人
権
に
つ
い
て

の
悩
み
事
・
も
め
事
な
ど
の
相
談
に
応
じ

て
い
ま
す（
25
ペ
ー
ジ
参
照
）。
相
談
は
無

料
で
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
の
で
、
お
気
軽

　

Ｊ
Ｒ
上
尾
駅
改
修
工
事
に
伴
い
、
東
口

方
面
の
上
り
・
下
り
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
と

階
段
が
、
５
月
中
旬
か
ら
利
用
で
き
る
よ

う
に
な
り
ま
す
。
新
し
い
エ
ス
カ
レ
ー

タ
ー
と
階
段
は
自
由
通
路
の
駅
東
口
か
ら

南
側
へ
設
置
し
、
広
場
、
駅
へ
の
ア
ク
セ

ス
が
便
利
に
な
り
ま
す
。
さ
ら
に
自
由
通

路
も
20
ｍ
に
拡
幅
さ
れ
ま
す
。

　

市
で
は
、
駅
改
修
工
事
に
合
わ
せ
て
周

辺
整
備
も
進
め
て
い
ま
す
。
駅
東
口
で
は
、

駅
舎
か
ら
デ
パ
ー
ト
館
と
サ
ロ
ン
館
を

結
ぶ
交
差
点
ま
で
の
約
30
ｍ
の
区
間
の
ペ

デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ（
歩
行
者
用
通
路
）

を
、
自
由
通
路
と
同
じ
20
ｍ
に
拡
幅
す
る

工
事
を
行
い
ま
す
。
駅
西
口
で
は
、
北
側

歩
道
の
拡
幅
や
歩
行
者
用
屋
根
の
設
置

を
行
っ
て
い
ま
す
。
工
事
期
間
中
は
ご
不

便
、
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、
引
き

続
き
ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

施 設 配 置 図
↑桶川

↓大宮

宏栄橋

駅前
出張所

交番

銀行

自由通路

JR上尾駅

西口公衆トイレ

ホ
テ
ル
館

東
口
駅
前
広
場

駐
輪
場

プラザ館

西
口
駅
前
広
場

西口駅前広場整備

東口エスカレーター、階段

東口ペデストリアン
デッキ拡幅

JR
上尾駅

⇨上尾駅整備室
　（ 775－6819
　 775－9872）

東
口
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
と

自
由
通
路
が
利
用
可
能
に

５月中旬

●
人
権
擁
護
委
員（
順
不
同
・
敬
称
略
）

秋あ
き

月づ
き

芳よ
し

子こ

、
神か
ん

田だ

道み
ち

子こ

、
松ま
つ

尾お

四し

郎ろ
う

国く
に

島し
ま

一か
ず

矩の
り

、
原は
ら

田だ

隆た
か

弘ひ
ろ

、
矢や

部べ

清き
よ

美み

稲い
な　

和か
ず

男お

、
和わ

気け

昭し
ょ
う

祐ゆ
う

、
松ま
つ

澤ざ
わ

美み

智ち

子こ

小こ

島じ
ま　

勝ま
さ
る、

前ま
え

島し
ま

百ゆ

合り

子こ

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。


